
草の根技術協力事業

基本的な制度設計及び近年の動向



JICA（ジャイカ）について

国内拠点：15ヶ所海外拠点：約90ヶ所

・名称：独立行政法人 国際協力機構

Japan International Cooperation Agency

・ODA（政府開発援助）実施機関
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JICA事業の概要

草の根技術
協力事業



〇提案型事業
JICAの技術協力には、対象国からの要請に基づくものが主流で
すが、日本の団体からの提案による

〇対象団体
日本のＮＧＯ、大学、地方自治体、公益法人、民間企業等

〇対象国
約90カ国、JICA事務所がある国

〇対象分野（限定なし）
例：保健医療、教育、環境、障害者支援、

コミュニティ開発、生計向上、上下水道
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草の根技協の特徴



応募メニュー

地域の技術・経験を
活かして

・３年以内
・総額6000万円以内
・年1－2回選考

地方自治体、自治体と
連携する団体

地域活性化
特別枠

国際協力の第一歩

・3年以内
・総額1,000万円以内
・年２回の選考
（6月・11月）

支援型

国際協力経験が少な
いNGO等の団体

豊富な経験を活かして

・５年以内
・総額1億円以内
・年２回の選考
（7月・12月）

パートナー型

国際協力経験が豊富な
NGOや大学等の団体

※国内外の２年以上の
活動実績が必要

※開発途上地域への２年以
上の国際協力実績が必要



重視する3つの要件

① 日本の団体が主体的に行う、人を介した
「技術協力」事業であること。

② 開発途上国の人々の生活改善・生計向上に直接
役立つ内容であること。

③ 日本の市民の国際協力への理解・参加を促す
機会となること。
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資金、モノの供与が主な事業は不可

調査、研究、文化交流は対象外

現地NGOからの提案は不可
国際NGOの日本支部からの提案は可能

事業の要件
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農業技術指導とそれに伴う必要機材の調達

教師のスキルアップ研修

児童養護施設のスタッフ研修、青少年の職業訓練

保健スタッフのスキルアップと住民への健康教育

事業の例と留意点



• 事前のコンサルテーションと、実施管理のための
サポート（プロジェクト管理、経理支援等）

• 途上国事業におけるJICAの経験・ノウハウの共有

• まとまった期間と予算で、事業を実施できる

• 日本国内における地域活性化へも貢献可能
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JICAと連携するメリット



応募から事業実施までの流れについて
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全国の案件応募・採択数

応募数 採択案件数 採択率（％）

2020年度 20 11 55 

2019年度 50 22 44 
2018年度 55 18 33 
2017年度 55 20 36 
2016年度 66 25 38 
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応募数 採択案件数 採択率（％）

2020年度 10 8 80 

2019年度 32 16 50 
2018年度 65 30 46 
2017年度 69 30 43 
2016年度 60 31 52 

応募数 採択案件数 採択率（％）
2020年度 17 7 41 
2019年度 58 22 38 

2018年度 42 20 48 
2017年度 58 12 21 

2016年度 59 26 44 

支援型

パートナー型

地域活性化
特別枠

※2020年度 第１回募集までのもの



東北管内における事業の傾向

採択・実施案件数 10件
（2021年2月現在）

支援型：4件

パートナー型：1件

地域活性化特別枠：5件
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アジア

６件

大洋州

１件

中南米

１件

アフリカ

１件

欧州

１件

地域別

大学

4件

民間

２件

任意団体

２件

NPO法人

1件

一般社団法人

1件

実施団体別

農業

3件

防災

3件

保健医療

2件

福祉

1件

生計向上

１件 分野別



外国人材受入支援に関するJICAの取組

来日前
＜優良人材の供給体制強化支援＞

日本滞在中
＜「第三の開国」に向けた共生社会構築支援＞

帰国後
＜途上国への開発支援＞

●現地教育・訓練機関及び現地送出機
関等の支援

～ JICAが支援してきた教育・訓練機関と
の連携による日本語教育の強化を含め
た優良人材育成

～ 特定技能の受入促進に関する協力（テキ
スト、カリキュラム、試験等）

～ 教育訓練機関及び送出機関へのハード支
援（資金協力、海外投融資等）

●送出国の行政能力強化

～ 日本側関係省庁との連携強化、自治体・
諸団体との連携（マッチング）強化

～ 受入れ手続きの合理化等の支援

～ 技能実習・特定技能制度の周知、法令順
守の呼びかけ（悪徳追放）

●共生社会実現のための人材育成及び
啓発活動強化

～ 共生社会をリードする若手自治体教職員
の現職ボランティア派遣の拡充

～ 国際協力推進員の配置拡大による異文
化理解支援

～ 法務省-自治体-JICA連携

～ 共生社会推進研修

●多様なステークホルダーによる国際
協力・ビジネス推進

～ 自治体、企業、監理団体等との連携によ
る外国人に対する理解促進及びコンプラ
イアンス強化の呼びかけ

●在留外国人支援

～ JICA国内拠点機能を活用し、地域の在
留外国人向けの日本理解・日本企業理解
プログラム等の実施

～ 地域から要望を受けた防災マニュアル作
成支援や合同訓練の実施支援等

●帰国外国人材の生計向上支援

～ JICAプロジェクト等での帰国外国人材
活用（雇用）や受益者として取込み

～ 帰国外国人材の育成を目的とした就職・
起業支援セミナーを通じた人材マッチン
グ推進

●途上国における広報発信強化

～ 来日希望者の増に結び付く、成功事例の
発信

～ 知日家育成（留学生枠増）、メディアとの
連携による日本理解促進

海外での
連携強化

国際交流基金

法務省 厚労省

国内での
連携強化 厚労省

地方自治体

文科省

法務省総務省

途上国人材に選ばれる日本 → 持続的な国内人材確保と途上国開発を実現

外務省

外務省

6途上国～日本国内において多様な事業、一貫した協力が可能



草の根資金を活用した介護人材の送り出し（案）

送り出し国側自
治体等

XX 県

日本
友好協定

看護系大学等
県内看護・介護教育機関

（大学・専門学校・専修学校等）

技術移転

教員研修派遣

送出機関

日本人材センター
／先方職訓機関等

介護事業所

介護事業所 介護事業所

学生／卒業生の
・介護日本語教育
・特定技能試験対策
・介護人材と介護事業者のマッチング

・書類申請
・ビザ手配など

監理団体
登録支援機関

JICA東北

草の根技術協力
地域活性化枠

草
の
根
事
業
委
託

連携

県内の支援団体
（県介護福祉士会等）

・介護初任者研修
・日本語教室

介護事業所
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スライド：（株）アイシーネット


